
 （単位：千円・％）

 予 算 額 A 構成比 (A-B)/B  予 算 額 B 構成比

102,274,466 100.0総　　　　　計 88,151,587 120,453 88,272,040 100.0 △ 13.7

特別会計 合計 33,931,714 0 33,931,714 38.4 2.1 33,220,655 32.5

6,567,583 6.4下水道事業 6,118,000 0 6,118,000 6.9 △ 6.8

1,580,587 1.5

水道事業 3,766,000 0 3,766,000 4.3 △ 4.7 3,952,721 3.9

10.8 6.2 8,967,728 8.8

後期高齢者医療 1,546,858 0 1,546,858 1.7 △ 2.1

0.2

学校給食センター 783,900 0 783,900 0.9 26.4 620,119 0.6

2.0 11,380,985 11.1

財産区 585,109 0 585,109 0.7 287.7 150,932

特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

国民健康保険事業 11,612,429 0 11,612,429 13.1

介護保険事業 9,519,418 0 9,519,418

一　　般  　会  　計 54,219,873 120,453 54,340,326 61.6 △ 21.3 69,053,811 67.5

◎令和３年度 ９月補正予算 （９月１５日追加提案） 会計別総括表

会       計       名 現計予算額 補 正 額
 補　　　　正　　　　後 令和２年度最終予算額



◎令和３年度 ９月補正予算 （９月１５日追加提案） 一般会計款別総括表

 （単位：千円・％）

 予  算  額 構成比
対前年
最終比

 予  算  額  構成比

 1.市税 22,483,536 0 22,483,536 41.4 △ 3.5 23,296,073 33.7

 2.地方譲与税 291,000 0 291,000 0.5 0.3 290,000 0.4

 3.利子割交付金 23,000 0 23,000 0.0 0.0 23,000 0.0

 4.配当割交付金 95,000 0 95,000 0.2 △ 2.1 97,000 0.1

 5.株式等譲渡所得割交付金 119,000 0 119,000 0.2 0.0 119,000 0.2

 6.法人事業税交付金 344,000 0 344,000 0.6 52.9 225,000 0.3

 7.地方消費税交付金 3,168,000 0 3,168,000 5.8 6.9 2,963,000 4.3

 8.環境性能割交付金 36,000 0 36,000 0.1 2.9 35,000 0.1

 9.地方特例交付金 273,000 0 273,000 0.5 62.4 168,052 0.2

10.地方交付税 1,601,000 0 1,601,000 3.0 37.5 1,164,509 1.7

11.交通安全対策特別交付金 16,002 0 16,002 0.0 △ 2.5 16,405 0.0

12.分担金及び負担金 341,436 0 341,436 0.6 4.5 326,601 0.5

13.使用料及び手数料 1,056,908 0 1,056,908 2.0 8.7 972,341 1.4

14.国庫支出金 10,372,463 84,798 10,457,261 19.3 △ 59.9 26,108,703 37.8

15.県支出金 4,189,776 0 4,189,776 7.7 7.1 3,912,360 5.7

16.財産収入 864,018 0 864,018 1.6 223.4 267,150 0.4

17.寄附金 400,702 0 400,702 0.7 12.6 355,770 0.5

18.繰入金 2,225,740 0 2,225,740 4.1 17.2 1,898,787 2.8

19.繰越金 285,654 35,655 321,309 0.6 △ 31.2 467,079 0.7

20.諸収入 861,638 0 861,638 1.6 △ 26.0 1,164,686 1.7

21.市債 5,172,000 0 5,172,000 9.5 △ 0.2 5,183,295 7.5

   歳　　入　　合　　計         54,219,873 120,453 54,340,326 100.0 △ 21.3 69,053,811 100.0

 1.議会費 310,916 0 310,916 0.6 0.7 308,785 0.5

 2.総務費 6,134,783 0 6,134,783 11.3 △ 68.1 19,225,270 27.8

 3.民生費 23,265,918 0 23,265,918 42.8 1.2 22,997,922 33.3

 4.衛生費 3,821,124 0 3,821,124 7.0 12.6 3,392,931 4.9

 5.労働費 101,830 0 101,830 0.2 △ 0.5 102,350 0.2

 6.農林水産業費 555,271 0 555,271 1.0 △ 24.6 736,401 1.1

 7.商工費 413,580 120,453 534,033 1.0 △ 10.7 597,962 0.9

 8.土木費 6,622,721 0 6,622,721 12.2 1.6 6,518,115 9.4

 9.消防費 1,484,677 0 1,484,677 2.7 5.3 1,410,270 2.0

10.教育費 6,149,729 0 6,149,729 11.3 △ 25.6 8,263,239 12.0

11.公債費 4,921,324 0 4,921,324 9.1 1.7 4,837,566 7.0

12.諸支出金 338,000 0 338,000 0.6 △ 21.9 433,000 0.6

13.予備費 100,000 0 100,000 0.2 △ 56.5 230,000 0.3

   歳　　出　　合　　計           54,219,873 120,453 54,340,326 100.0 △ 21.3 69,053,811 100.0

補　　　　正　　　　後 令和２年度最終予算額

 （単位：千円・％）

科　　　　　　目 現計予算額 今回補正額



◎令和３年度 ９月補正予算（９月１５日追加提案）概要 

 

一般会計                                          （単位：千円） 

事  務  事  業  名 金   額 説                       明 

商工業振興対策費 120,453 

新型コロナウイルス感染症 

緊急経済対策事業費 120,453 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急

事態宣言等の影響により、売上が減少してい

る中小企業等や個人事業主の支援に係る所

要額を計上 

 

① 事業継続支援金 

② 酒類販売事業者支援金 

 

（資料１のとおり） 

 

 



●基金残高の推移　直近１０年間（H２４～Ｒ３）　Ｒ３．９月補正（９月１５日追加提案）後

上段：年度末基金残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3見込

4,621 4,847 5,051 4,871 4,598 5,038 4,875 5,107 5,343 4,808

6.0% 4.9% 4.2% -3.6% -5.6% 9.6% -3.2% 4.8% 4.6% -10.0%

2,107 3,112 3,118 2,922 2,925 2,527 2,378 2,380 2,381 1,933

0.3% 47.7% 0.2% -6.3% 0.1% -13.6% -5.9% 0.1% 0.0% -18.8%

7,710 7,697 8,131 8,146 6,790 6,976 6,681 5,727 5,428 5,573

4.2% -0.2% 5.6% 0.2% -16.6% 2.7% -4.2% -14.3% -5.2% 2.7%

14,438 15,656 16,300 15,939 14,313 14,541 13,934 13,214 13,152 12,314

4.2% 8.4% 4.1% -2.2% -10.2% 1.6% -4.2% -5.2% -0.5% -6.4%

※Ｒ３基金残高見込みは、令和３年度９月市議会補正予算（９月１５日追加提案）までの基金積立金、基金繰入金（取り崩し）

　予算額を反映しています。

●一般会計・市債残高の推移　直近１０年間（H２４～Ｒ３）　Ｒ３．９月補正（９月１５日追加提案）後

上段：年度末市債残高（単位：百万円）　　下段：対前年伸び率

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3見込

13,913 15,349 16,454 16,927 16,859 16,885 16,234 15,628 15,090 15,403

11.2% 10.3% 7.2% 2.9% -0.4% 0.2% -3.9% -3.7% -3.4% 2.1%

2,338 1,879 1,467 1,243 1,014 783 584 432 830 741

-16.3% -19.6% -21.9% -15.3% -18.4% -22.8% -25.4% -26.0% 92.1% -10.7%

21,753 20,629 19,532 20,358 22,138 28,090 28,260 28,499 30,189 31,720

-2.6% -5.2% -5.3% 4.2% 8.7% 26.9% 0.6% 0.8% 5.9% 5.1%

38,004 37,857 37,453 38,528 40,011 45,758 45,078 44,559 46,109 47,864

1.0% -0.4% -1.1% 2.9% 3.8% 14.4% -1.5% -1.2% 3.5% 3.8%
※Ｒ３市債残高見込みは、令和３年度９月市議会補正予算（９月１５日追加提案）までの市債償還額および新規借入予算額

　 を反映しています。

市債残高　合計

特定目的基金

財政調整基金

臨時財政対策債

建設事業債等

基金残高　合計

減債基金

減収補塡債等
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草津市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業（第５弾）

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、緊急事態宣言等の影響により、売上の減少が続く

市内中小企業等の事業継続支援を目的に、草津市独自の事業継続支援金を給付します。

【給付対象者】
滋賀県事業継続支援金（第３期）の給付を受けている市内事業者

①令和3年9月または10月のいずれかの月の売上が令和2年または令和元年の同月に比べて50％以上減少
した事業者

②令和3年9月と10月の売上の合計が令和2年または令和元年の9月と10月の売上の合計に比べて30％以上
減少した事業者

【給付額】
中小企業等 10万 個人事業主 5万 （※滋賀県事業継続支援金の1/2）

■ ①草津市事業継続支援金(予算 114,453千円)

資料１

中小企業等 個人事業主

県（第３期） 20万 10万

草津市 10万 5万

合計 30万 15万

■ ②草津市酒類販売事業者支援金(予算 6,000千円)

【概要】
滋賀県の要請する緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止に応じた飲食店

との取引がある酒類販売事業者の支援を目的に、草津市独自の酒類販売事業者支援金を給付します。

【給付対象者】
滋賀県の酒類販売事業者（酒類製造または酒類販売業の免許を有する者）に対する支援金の給付を
受けている市内事業者

①市内に本社または本店があること。
②国の月次支援金の給付決定を受けていること。
③緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間
短縮要請に応じた飲食店との取引があること。

④月額売上額（8月または9月）が前年（前々年）同月比で50％以上減少していること。
※県の支援制度の詳細が未確定のため、変更となる可能性があります。

【給付額】
売上額の減少幅に基づき、下記の通り （※滋賀県の酒類販売事業者に対する支援金の1/2）

50％～70％未満減少 70％～90％未満減少 90％以上減少

中小企業等 個人事業主 中小企業等 個人事業主 中小企業等 個人事業主

県 20万/月 10万/月 40万/月 20万/月 60万/月 30万/月

草津市 10万/月 5万/月 20万/月 10万/月 30万/月 15万/月

※売上減少額から月次支援金および県の支援金の給付額を控除した額が、上記に満たない場合はその額
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